
各務原市川島松倉町字河原屋敷１５８１番１外

低層住宅地

一般住宅の外工務店
等も介在する住宅地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 150 100 50 低層住宅地

-

１住居(60,200)

工業製品出荷額は堅調であり、有効求人倍率も高く、平野部の住
宅需要が根強い。反して住宅団地、調整区域内の土地は軟調に推
移する。

周辺でミニ開発が散発的に行われており、地域内の人口は増加し
ているものの、開発用地や中古物件等の仕入れ値が低く、弱含み
である。

個別的要因に変動はない。

当該地域は戸建住宅を中心として形成される住宅地域である。比準価格は現実の取引事例を基礎とした実証的な価格であり、
本件においては規範性の高い取引事例より求めており、自用の低層戸建住宅の取引が中心となる地域においては特に規範性
が高い。従って、比準価格を標準に指定基準地との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
ＬＳ３

ミニ分譲も散見され、地区内の人口は増加しているものの、河川に囲まれた立地である等の要因より成約価格は非常に厳し
い水準にあるものが多く、地価は今後も引き続きやや弱含みで推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 34,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

33,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 16

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.8

-4.5

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

木曽川駅
北東 6km

木曽川
6km

(8)

北5.6m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位：北、５
．６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

264

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 270  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

33,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

34,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.8％ ％

101.1 ］

96.9［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

33,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.8

+0.5

+8.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

37,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

109.4 ］

96.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 1日 正常価格

令和 元年 7月 11日令和 元年 7月 1日

8,790,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 33,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は旧川島町地区に存する住宅地域である。主たる需要者層は居住の快適性を重視する個人であり、河川に挟まれ
た立地に存し、基本的には地縁的選好性を有する個人の需要が中心となる。しかしながら、昨今では各務原大橋の新設によ
る利便性の高まり、相対的に地価が安め水準である等の要因から、市内中心部、愛知県側からの移転も見受けられ、川島地
区の人口は増加傾向にある。中心価格帯は戸建住宅用地で６００～８００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

有限会社水野不動産鑑定所

水野　亨



各務原市那加桐野町６丁目２１６番

低層住宅敷地

一般住宅を主体とし
て農地も多く見られ
る住宅地域

10

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 40 100 100 低層住宅敷地

-

１中専(60,200)

人口は、Ｈ２８年に４年ぶりに増加したが再び減少傾向にある。
市街地の住宅地需要は比較的堅調だが、郊外の住宅団地の需要が
減少。

農地の宅地化が徐々に進んでおり、宅地供給が過多となる恐れが
ある。

個別的要因に変動はない。

節税目的や遊休地を活用したアパート、賃貸マンション等が散見されるが、対象基準地はその画地規模から経済合理性に適
した賃貸建物を建築することができず、収益価格は低位に試算された。自用目的の取引が中心であり、快適性を重視する住
宅地であるので、比準価格を採用し、代表標準地、指定基準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

各務原市北西部郊外の、岐阜市との市境付近に位置する住宅地域。農地、未利用地も多く今後も徐々にではあるが農地等の
宅地化が進行するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 45,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

45,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 13

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.4

+29.7

+7.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新那加駅
北西 3.7km

新那加
3.7km

(8)

西6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

313

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

45,100 円／㎡

13,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

62,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.7％ ％

140.0 ］

100.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

45,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+27.0

+19.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

67,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

151.1 ］

100.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 2日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

14,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 45,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

36,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、各務原市西部の蘇原・那加地区の住宅地域を中心に、隣接する岐阜市の一部住宅地域。主な需要者は、各務
原市内在住の一次取得者である。需要の中心は住宅用地は土地２００㎡程度で１，０００万円前後、土地建物総額では２，
５００万～３，５００万円程度である。那加桐野地区の人口は増加傾向にあるが、宅地供給圧力は強く、また、駅からの距
離もあることから地価の安さが選考基準の一つになっており地価はやや弱含みである。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

クニタチ鑑定事務所

山村　寛



各務原市川島緑町１丁目８６番

低層住宅地

一般住宅等が建ちつ
つある区画整然とし
た住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 150 50 50 低層住宅地

-

１中専(60,200)

人口は、Ｈ２８年に４年ぶりに増加したが再び減少傾向にある。
市街地の住宅地需要は比較的堅調だが、郊外の住宅団地の需要が
減少。

川島地区は地価の安さから人口は増加しているが、土地需要が地
価上昇に結び付いていない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域及びその周辺では、大半が自用の建物で、賃貸用不動産は共同住宅が周辺地域で散見される程度である。近隣地域
は土地区画整理後の戸建住宅地で居住環境に着目した自用目的の取引が中心である。収益価格は、土地所有者による賃貸経
営のため元本である土地を無視して建物のみで収支を考えて賃料が成立しており、収益価格の説得力は劣る。以上により、
比準価格を採用し、代表標準地との検討を踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

土地区画整理事業施行後の住宅地域。川島町地区の西部では需給は堅調で、未利用地も減少しており住宅地域として熟成し
つつある。反面、需要者の選好は地価の安さを優先しており、地価は下落傾向が続いている。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 37,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

36,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 16

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

-5.2

-5.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

木曽川駅
北東 4.8km

木曽川
4.8km

(8)

北西6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

263

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

36,400 円／㎡

10,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

34,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.2％ ％

93.2 ］

98.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 2日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

9,570,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 36,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は川島地区のほか、各務原市南東部及び隣接の愛知県一宮市北東部及び江南市北西部を含む住宅地域全般。需要
者層は一次取得者層が中心。木曽川の中州内に所在するため浸水等の懸念もあり結果的に「地価が安い」が宅地選択の上位
を占めている。このため需要はみられるが地価は下落傾向にある。需要の中心は１㎡当り３５，０００円～４０，０００円
前後と考えられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

クニタチ鑑定事務所

山村　寛





各務原市尾崎南町３丁目６５番

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い住宅団地（尾崎団
地）

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北300 70 150 70 戸建住宅地

-

１低専(50,80)

人口は、Ｈ２８年に４年ぶりに増加したが再び減少傾向にある。
市街地の住宅地需要は比較的堅調だが、郊外の住宅団地の需要が
減少。

各務原市郊外の住宅団地では需要減少が進んでいる。

個別的要因に変動はない。

比準価格は、類似団地内あるいは周辺の類似地域内の事例を採用したもので、各事例とも代替関係・価格牽連性が強く、規
範性は高い。一方、戸建賃貸市場は極めて未熟成の状態にあること等から収益価格を求めることは困難である。このため収
益還元法は適用しなかった。本件では比準価格を採用して、標準地との検討を踏まえ、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅を主体とする住宅団地としてほぼ熟成しており、今後も安定的に推移するものと予測される。郊外住宅地の需要は
減退、他の住宅団地より画地規模が広く市場性が弱まっている。地価は下落傾向が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 41,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

40,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 14

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+17.4

-4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

各務原市役所前駅
北西 4.7km

各務原市役所前
4.7km

(8)

北6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　

昭和４７年～５４年にかけ
て開発された住宅団地

基準方位　北６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

242

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

40,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

47,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-4.3％ ％

112.7 ］

98.7［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 2日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

9,680,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 40,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、各務原市郊外の戸建住宅団地及び新興並びに既成住宅地域である。需要者の中心は、各務原市及び岐阜市東
部居住又は就労する一次取得者層が大半を占める。市内の住宅市場での一般的な規模の取引は、土地のみで１，０００万円
前後。近隣地域は画地規模の中心が２５０㎡程度と最近の分譲住宅地より広いため、結果的に単価が上昇しにくい状況にあ
る。中古住宅は９００万～１，２００万円程度の売り物件が中心的な価格帯となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

クニタチ鑑定事務所

山村　寛



各務原市蘇原花園町４丁目２６番５

戸建住宅地

一般住宅を主体に農
地も見られる住宅地
域

10

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 150 200 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

航空産業を中心に屈指の製造出荷額を誇る１５万人規模の都市。
半面、鵜沼地区の列島改造時の団地を中心に居住者の高齢化が鮮
明。

ロックタウン周辺の道路整備、店舗進出等による熟成が進む。他
方、地区内の人口増は弱く、高額物件での需要の弱さが見られつ
つある。

個別的要因に変動はない。

　近隣地域は一般住宅を主体に農地も見られる住宅地域である。この為、取引は自用の取得が支配的であり、需給圏内の多
数の信頼性の高い取引事例を基礎とする比準価格の信頼性は高い。他方、周辺に共同住宅も見られるが、対象標準地は共同
住宅地としては規模が小さく、共同住宅の想定は現実的ではない為、収益価格は試算しなかった。この為より、本件では、
比準価格を中心に、指定基準地との検討などを踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　当該地域は一般住宅を主体とする住宅地域の一つで、各種施設にも利便な位置にあり、需給は概ね堅調。今後も現状を維
持し、標準住宅地域としての熟成が予測される。地価は概ね堅調な推移が予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 60,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

60,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 13

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.4

+9.6

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

各務原市役所前駅
北東 1.3km

各務原市役所前
1.3km

(8)

南5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　５
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

147

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

60,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

62,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.2％ ％

106.6 ］

100.2［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

60,500

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+7.2

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

67,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

115.9 ］

100.7［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

8,920,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 60,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

47,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は市内「蘇原」、「那加」地区など利便性に優れた既成市街地又はこれに隣接する新興住宅地域全般。需要者
の中心は一次所得者が主体で、市内居住者の他市外からの転入者を含むが、これら地区内での人口増の伸び悩み感も目立ち
始め、高額物件での需要に失速感が見られつつある。かかる中、地価は総じて、堅調に推移し、市場の中心となる価格帯は
土地は標準規模で、１，０００～１，３００万円程度、新築物件で概ね３，２００万円前後。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定　北川事務所

田中　雅之



各務原市鵜沼朝日町３丁目１９３番

低層住宅地

中規模一般住宅のほ
か、農地も介在する
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北120 100 100 50 低層住宅地

-

１住居(60,160)

工業製品出荷額は堅調であり、有効求人倍率も高く、平野部の住
宅需要が根強い。反して住宅団地、調整区域内の土地は軟調に推
移する。

需要の高い国道、鉄道沿線の地域と調整区域との間に位置し、一
定の需要は存するが、環境変化をもたらすような要因はない。

個別的要因に変動はない。

当該地域は戸建住宅を中心として形成される住宅地域である。比準価格は現実の取引事例を基礎とした実証的な価格であり、
本件においては規範性の高い取引事例より求めており、自用の低層戸建住宅の取引が中心となる地域においては特に規範性
が高い。従って、比準価格を標準に指定基準地との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

近隣地域北側の駅寄り地域では住宅地の需要が旺盛であるが、当地域は駅や幹線道路から離れ、道路幅員がやや狭い等より
需要はやや劣る。従って、今後は現状維持もしくはやや弱含みにて推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 54,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

54,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.3

+12.7

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

名電各務原駅
南 1.8km

名電各務原
1.8km

(8)

北4m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位：北、４
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

210

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

54,100 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

67,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

124.6 ］

100.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 1日 正常価格

令和 元年 7月 11日令和 元年 7月 1日

11,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 54,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

43,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は各務原市鵜沼地区西部の新興住宅地を中心とする地域である。主たる需要者層は居住の快適性及び利便性を重
視する個人であり、市内在住者の他、近隣市町に居住する個人の需要も存する。新築住宅を建築する目的の更地物件のみな
らず、中古物件をリフォーム、比較的大規模な区画を分割して分譲する開発業者等も多い。また、需要者は景気動向や賃金
の動向に伴い総額感を重視し、新築戸建住宅で３，０００万円前後の需要が中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

有限会社水野不動産鑑定所

水野　亨



各務原市桜木町２丁目３５番

戸建住宅地

低層一般住宅が増加
中の街区整然とした
新興住宅地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 40 50 30 低層住宅敷地

-

１住居(60,200)

人口は、Ｈ２８年に４年ぶりに増加したが再び減少傾向にある。
市街地の住宅地需要は比較的堅調だが、郊外の住宅団地の需要が
減少。

新規の住宅建設・販売が進んでおり、空地も僅かとなっている。
一方で中古住宅も市場に出てきた。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は戸建住宅団地であり自用目的での取引が中心である。収益物件は、転勤等に伴う一時的利用としての貸家供給が
通常で、投資効率は極めて低く投資目的での売買はほぼ皆無である。このため収益還元法は適用しなかった。利便性や快適
性が重視される住宅地であり、市場性を反映した比準価格を採用することが妥当である。同一団地内の売り情報等も考慮し、
更に代表標準地、指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

各務原市東部の木曽川右岸沿いに、土地区画整理事業によって形成された新興の戸建住宅地域である。一部は分譲中で今後
も住宅建設が進行し、熟成していくものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 51,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

51,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 12

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

+6.6

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

鵜沼駅
東 1.1km

鵜沼
1.1km

(8)

北西6m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

183

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

51,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

55,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

109.6 ］

100.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

51,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-11.2

-10.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

41,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

78.3 ］

95.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 2日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

9,330,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 51,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

41,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、各務原市東部の鵜沼地区のほか、名鉄犬山各務原線沿線・ＪＲ高山本線沿線等の住宅地域を含む。主な需要
者は、各務原市内のほか愛知県犬山市等に在住、在勤の一次取得者。住宅用地の需要総額は土地１８０㎡程度で９００万円
前後、土地建物総額では建物のグレードによるが３，５００万円前後が中心価格帯である。鵜沼駅徒歩圏内に位置し、残区
画にも漸次住宅建築が進んでいる。最近は中古住宅も供給されるようになった。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

8 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

クニタチ鑑定事務所

山村　寛



各務原市蘇原清住町３丁目５６番

戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い住宅団地（各務原
住宅団地）

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 100 100 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

　工業都市であり、有効求人倍率も高く、平野部の住宅需要は堅
調。反して郊外の住宅団地、調整区域内の土地は軟調に推移して
いる。

　郊外の高台に存する住宅団地であり、団地内の高齢化が進み、
売り希望物件が多い。

　個別的要因の変動は認められない。

　近隣地域は戸建住宅を中心として形成される住宅団地内の地域である。開発後相当期間が経過しており原価法の適用はで
きなかった。また中古戸建住宅の自用目的売買等が取引の中心となっており、収益物件としては仮にあるとしても転勤等に
伴う一時的な戸建住宅の賃貸であり、賃貸市場は未熟成であることから、収益還元法は適用しなかった。従って比準価格を
標準的に適用し、指定基準地との価格均衡に留意しつつ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　郊外部の丘陵地に存する住宅団地であり、団地開発から４０年程度経過し、居住者の高齢化と共に空家の増加が懸念され、
地価水準は今後とも下落傾向での推移を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 37,400円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

蘇原駅
北 3.1km

蘇原
3.1km

(8)

南6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない。 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

208

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

35,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-4.3％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

+7.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

35,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-0.1

+22.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

41,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

119.4 ］

95.7［ ］ 107.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 1日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

7,450,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 35,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　対象地域は各務原市北部郊外に存する住宅団地である。主たる需要者層は居住の快適性を重視する個人であり、新築住宅
を建築する目的の更地物件のみならず、中古物件をリフォームして使用する需要者も存する。住宅団地内の物件は、高齢化
等により全般的に需要は乏しい。新築戸建住宅の取引は限定的であり、土地のみでは総額６００万円弱～１，０００万円程
度、中古住宅で総額約８００万円～１，３００万円程度が取引の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

9 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



各務原市蘇原沢上町３丁目３６番６

低層住宅地

中規模一般住宅等が
建ち並ぶ既成の住宅
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 20 50 50 低層住宅地

-

１住居(60,200)

工業製品出荷額は堅調であり、有効求人倍率も高く、平野部の住
宅需要が根強い。反して住宅団地、調整区域内の土地は軟調に推
移する。

駅徒歩圏、幹線道路至近にて利便性、居住の快適性が高い地域に
位置し、分譲地等の戸建住宅地の需要は引き続き堅調である。

個別的要因に変動はない。

当該地域は駅徒歩圏のため、相続税対策を目的とした共同住宅も散見されるが、基本的には戸建住宅を中心に形成される住
宅地域である。比準価格は現実の取引事例を基礎とした実証的な価格であり、本件においては規範性の高い取引事例より求
めており、自用の低層戸建住宅の取引が中心となる地域においては特に規範性が高い。従って、比準価格を標準に指定基準
地との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧来からの成熟した既成住宅地域内に存し、市内の人口、商工業等の動向が概ね堅調な中、現状において特段の変動要因は
見受けられないため、地価水準は今後暫くは現状のまま堅調に推移する地域と予測した。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 67,600円／㎡

公示価格 67,900円／㎡

標準地番号 各務原 5-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

六軒駅
北西 870m

六軒
870m

(8)

北6m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位：北、６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

179

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

68,100 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.7 +0.3％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 1日 正常価格

令和 元年 7月 11日令和 元年 7月 1日

12,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 68,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

54,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は各務原市蘇原地区の中心市街地に存する成熟した住宅地である。主たる需要者層は居住の快適性及び利便性を
重視する個人であり、市内在住者の他、近隣市町に居住する個人の需要も存する。新築住宅を建築する目的の更地物件のみ
ならず、中古物件をリフォーム、比較的大規模な区画を分割して分譲する開発業者等も多い。また、需要者は景気動向や賃
金の動向に伴い総額感を重視し、新築戸建住宅で４，０００万円前後の需要が中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

10 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

有限会社水野不動産鑑定所

水野　亨



各務原市上戸町４丁目１０３番

戸建住宅地

一般住宅のほか農家
住宅、小工場等が介
在する住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北250 200 200 150 戸建住宅地

-

「調区」(60,200)

県内最大の工業都市。製造業が堅調で用地不足が深刻である。住
宅地は、郊外の大型住宅団地から駅近の分譲地に需要がシフトし
ている。

稲羽地区の既存集落地域。平成２５年３月の「各務原大橋」の開
通で、川島地区と愛知県との交通の利便性が改善された。

個別的要因に変動はない。

基準地近隣周辺に、共同住宅等の収益物件は殆ど見られない。又、公法上の規制から、共同住宅の新築は困難で、収益価格
の試算を断念した。取引事例も少ないため、より広域的に収集し、特に類似性の高い事例を選択して比準価格を試算した。
自己使用の戸建住宅用物件の取引が中心であり、居住の快適性や利便性を重視する住宅地域である。よって、信頼性の高い
比準価格を採用し、公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

市南部郊外の稲羽地区の一般住宅を主体に、小工場も介在する既存の住宅地域。各務原大橋の開通により、川島地区や愛知
県への利便性が高まったが、市街化調整区域内にあり、地価はやや弱含みの傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 30,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

29,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

-6.4

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

各務原市役所前駅
南 2.4km

各務原市役所前
2.4km

(8)

南西6m市道

「調区」
(60,200)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位　北、６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

238

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

29,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

26,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.7％ ％

89.0 ］

98.9［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 2日 正常価格

令和 元年 7月 10日令和 元年 7月 1日

7,090,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 29,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主として市南部の市街化調整区域内の既存の住宅地域。需要者の中心は、当地域に地縁や血縁を有する個人
や小規模事業者等。宅地開発が困難な状況で、他地域からの転入も少なく、土地取引は低調である。取引があっても、画地
規模や用途等が様々で、市場の中心となる価格帯を推定することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

11 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾



各務原市鵜沼大伊木町５丁目９２番

戸建住宅地

農家住宅と一般住宅
の混在する農家集落
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北200 100 300 200 戸建住宅地

-

「調区」(60,188)

県内最大の工業都市。製造業が堅調で用地不足が深刻である。住
宅地は、郊外の大型住宅団地から駅近の分譲地に需要がシフトし
ている。

鵜沼地区南部の既存の集落地域。周辺では各務原扶桑線の整備事
業があるが、工事の進捗状況は芳しくない。

個別的要因に変動はない。

基準地近隣周辺に、共同住宅等の収益物件は殆ど見られない。公法上の規制から、共同住宅の新築は困難で、収益価格の試
算を断念した。取引事例も少ないので、より広域的に収集し、特に類似性の高い事例を選択して比準価格を試算した。自己
使用の戸建住宅用物件の取引が中心であり、居住の快適性や利便性を重視する住宅地域である。よって、信頼性の高い比準
価格を採用し、公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

鵜沼地区南部の一般住宅、農家住宅、事業所等が混在する既存の農家集落地域。市街化調整区域内にあり、公法上の規制が
強く、発展性に乏しい。周辺での幹線道路整備も遅れている。地価は弱含み傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 26,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

25,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.4

-3.9

+10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

苧ケ瀬駅
南 2.2km

苧ケ瀬
2.2km

(8)

南4.7m市道

「調区」
(60,200)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位　北、４
．７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

522

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 510  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

25,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

26,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.9％ ％

105.3 ］

98.9［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 2日 正常価格

令和 元年 7月 10日令和 元年 7月 1日

13,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 25,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主として鵜沼地区の市街化調整区域内の既存の住宅地域。需要者の中心は、当地域に地縁や血縁を有する個
人や市内の小規模事業者等。地区外からの転入は少なく、需要も限られる。又、新規の宅地開発が困難で、供給も限られて
いるため、取引は極めて少ない。取引があっても、画地規模や用途等が様々で、市場の中心となる価格帯を推定することは
困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

12 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾



各務原市川島笠田町４丁目４３番

戸建住宅地

農地の中に一般住宅
、事業所等が散在す
る住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 50 100 戸建住宅地

-

｢調区｣(60,200)

航空機製造を中心に製造出荷額は県下一位を継続。反面、少子高
齢化で、総人口の減少や「鵜沼」地区などの団地居住者の高齢化
が進行。

中洲という地形や「調区」内という公法上の規制等から、地域要
因に大きな変化は見られない。買い手需要も乏しい状況が続く。

個別的要因に変動はない。

　「既存宅地制度」の廃止に伴い、「調区」内での共同住宅の建築が困難な為、収益価格は求めることができなかった。基
準地は既存の農家住宅の他一般住宅が散在する集落地域にあり、取引の大半は自己の住宅取得を目的とした取引と考えられ
る。この為、類似地域において多数の信頼性のある取引事例を基に算出した比準価格を中心に、指定基準地などとの検討を
踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　当該地域は農地の中に一般住宅、事業所等が散在する住宅地域であるが、「調区」内にあり、取引はほとんどなく、変動
要因も乏しい。地価は当面、弱含みのまま推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 25,400円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

24,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.4

+8.2

+3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

木曽川駅
北東 5.1km

木曽川
5.1km

(8)

北5.7m市道

｢調区｣
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　５
．７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

468

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 460  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

24,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

26,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.1％ ％

108.8 ］

98.9［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

24,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.6

+22.5

+1.0

+17.6

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

37,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

146.4 ］

96.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

11,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 24,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　公法上の規制などを反映し、同一需給圏は市内「調区」内宅地全般と判定。需要者の中心は島内に地縁性を有する関係者
が主体と考えられるが、近隣地域は利便性が悪く、「中洲」に位置する為、需要は総じて「弱い」。又、法令により、新規
の宅地開発が規制されており、取引の中心となるのは、既存の中古住宅程度と考えられ、取引の中心となる価格帯は見出し
難いのが実情である。土地で㎡当り２４，０００円前後と考えられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －

基準地番号 提出先

13 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定　北川事務所

田中　雅之





各務原市鵜沼西町１丁目４２０番１

低層店舗地

低層店舗が建ち並ぶ
国道沿いの路線商業
地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北350 280 0 0 低層店舗地

-

近商(80,200)

　市内への新規出店は路線商業地域への出店が中心となっている。
幹線道路沿いにコンビニやドラッグストア等の出店が多く見られ
る。

　背後に大規模な住宅団地を擁し、国道沿いの店舗を中心に高い
繁華性と集客力を維持している。

　個別的要因に変動はない。

　比準価格は実際に生起した取引事例を価格判定の基礎とするもので、実証性に優れる。一方、収益価格は最有効使用の賃
貸物件を建設することを想定するもので、理論的ではあるが、対象近隣地域周辺はロードサイド型の低層の建物が大半で、
収益性を重視した取引は少なく、自用目的の取引が大半である。よって、比準価格を中心に、収益価格を比較考量し、代表
標準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

国道沿いの路線商業地域である。背後に大規模な住宅団地を擁しており、商業地域としての店舗集積度は安定している。今
年隣接地域に新たな店舗展開もその竣工が待たれており、地価も堅調に推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 77,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

78,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.2

+13.9

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

鵜沼宿駅
北 450m

鵜沼宿
450m

(8)

南25m国道､背面道

近商
(80,200)

（その他）　　　　
(90,200)

南側隣接部に大型店舗竣工
の予定。

２５ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,143

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

22.0  ｍ、　奥行　約 50.0  ｍ、　規模 1,100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

80,000 円／㎡

44,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

80,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.6％ ％

104.7 ］

100.1［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

+2.0二方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

78,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

各務原（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.2

+13.9

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

80,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

104.7 ］

100.2［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 1日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

89,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 78,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

61,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、当市の幹線道路沿いに形成される路線商業地域及び広域に当市を中心とする普通商業地域を捉える。需要
者は地元事業者のほか、全国に展開する県外資本のチェーン店等を経営する商業事業者である。現在隣接地域に複合大型商
業施設の竣工を控えており、商業地域としての新たな展開が期待される。背後に大規模な住宅団地を擁する。地域は取引が
少なく、画地利用規模もまちまちで、適切な地価水準の把握は困難な状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －5

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



各務原市小佐野町１丁目４６番１外

沿道施設用地

ホームセンター、店
舗等が建ち並ぶ路線
商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北300 200 80 40 沿道施設用地

-

近商(90,200)

工業製品出荷額は堅調であり、有効求人倍率も高く、平野部の住
宅需要が根強い。反して住宅団地、調整区域内の土地は軟調に推
移する。

ＧＭＳを中心とし、国道沿道に店舗が集積し、ホテル、小売店舗
等の進出も見受けられ、更に繁華性が高まりつつある地域。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内において建築、賃貸に対するリスクを甘受する需要者は限定的であり、土地所有者はリスクを最低限にするた
め事業用定期借地契約により借地を選択する市場の実情を鑑みると収益価格の規範性は大幅に劣る。比準価格は現実の取引
事例を基礎とした実証的な価格であり、比較可能性が認められる取引事例より求めており規範性は高い。従って、比準価格
を標準に代表標準地等との均衡にも留意の上、収益価格を参酌して鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗
Ｗ１

主要幹線国道沿いに、ＩＣ、ＧＭＳが存し、大型のチェーン店も建ち並ぶ中、引き続き未利用地への出店が続いており、さ
らなる店舗の集積が見受けられる。今後しばらくは現在の状況を続けるものと考えられる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 96,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

96,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

+21.1

-7.0

0.0

-20.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新加納駅
南 1.4km

新加納
1.4km

(8)

南36m国道､背面道

近商
(80,200)

（その他）　　　　
(90,200)

特にない ３６ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

568

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

97,600 円／㎡

55,400 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

80,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

86.5 ］

100.1［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

+4.0二方路

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 7月 1日 正常価格

令和 元年 7月 11日令和 元年 7月 1日

55,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 96,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

74,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、各務原市内及び隣接市を走る幹線道路沿いに存する店舗等を中心とした路線商業地と考えられる。需要者の
中心は低層のチェーン店舗を需要する企業、飲食店等を前提とした地元業者等が中心であり、当該需要者は事業性を重視し
て行動すると考えられる。幹線道路沿いに存する比較的規模の大きい土地に関しては、事業用定期借地契約による借地が一
般的であり、取引需要は限定的であるため、価格水準を把握しづらい傾向にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －5

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

有限会社水野不動産鑑定所

水野　亨



各務原市テクノプラザ１丁目１５番

中規模工場または事務所など

中規模事務所等が建
ち並ぶ工業団地

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北250 50 50 300 中規模工場または倉庫

-

工業(60,200)
景観地区

中国経済などの先行き不透明感が増すものの、広域アクセスや地
震災害のリスク回避の立地環境から、県内の立地件数は全国有数
を維持。

東海環状自動車道沿線の「岐阜市」、「美濃加茂市」及び「可児
市」で団地構想が検討中。市内も、「各務山の前」地区で計画が
進む。

個別的要因に変動はない。

収益価格は市内全般に自用の建物からの転用が多く、案件の如き、適格な賃貸事例は見い出せない為、適用できなかった。
他方、比準価格は企業を取り巻く現行の経済環境の中、需給圏内の多数の信頼性のある取引事例を基に算出した価格である。
この為、本件では比準価格を中心に、公示地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

事務所
Ｓ２

近隣地域は旧来と異なり、研究所機能も含み、県が開発した県内屈指の工業団地の一つ。県内での業績を背景に、周辺市町
では団地計画が浮上しつつあるが、取引自体は少ない。地価は分譲計画を前提に、横ばい感が残る。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 33,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

33,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.3

+12.3

-18.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

蘇原駅
北東 3.8km

蘇原
3.8km

(8)

東8m市道､北側道

工業
(60,200)

（その他）　　　　
景観地区
(70,200)

特にない ８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

8,224

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

50.0  ｍ、　奥行　約 200.0  ｍ、　規模 10,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

33,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

31,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

96.0 ］

100.5［ ］ 103.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 16日　提出

宅地-1

+3.0角地

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 12日令和 元年 7月 1日

274,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 33,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は市内の他隣接の「岐阜市」、「関市」及び東海環状自動車道沿線の工業団地全般。需要者は県内又は中部圏
内内陸部への工場又は事務所などの新設及び拠点構築を目指す企業など。取引の中心となる価格帯は県内環状沿線全線にお
いても広範囲で、環境アセスによる造成費の上昇が指摘されるが、市町村間の誘致競争の影響が強く、据え置き感が残る状
況にある。総じて、土地で㎡当り３３，０００㎡／円～３６，０００円前後と考えられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

各務原（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

各務原（県） －9

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定　北川事務所

田中　雅之
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